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市税督促状兼納付書によるコンビニエンス 

ストア等の納入不能について 
 

 
令和５年４月と５月に郵送した市県民税、固定資産税及び国民健康保険税に係る市税督

促状兼納付書（以下、「督促状」という。）について、コンビニエンスストア等でお支払い

いただく際に使用するバーコードのデータに誤りがあることが判明しました。 

 ５月２３日（火）に納税義務者からの連絡があり、市で調査のため電算システム保守管

理の委託業者に確認したところ、コンビニエンスストア等でお支払いいただく際に使用す

るバーコードの使用期限が過ぎていたため、当該督促状によるコンビニエンスストア等で

の納付ができない状態となっていたことを確認いたしました。 

  

１．対象者数 

  ９８５名分（市県民税：４９通 固定資産税：９通 国民健康保険税：９７９通） 

 

２．原因 

  地方税共通納税システム対象税目拡大に伴い、督促状にｅＬ－ＱＲ対応（「地方税お

支払いサイト」等で納付できる地方税統一ＱＲコード）を図るため、システム改修を行

った際、委託業者がバーコードの使用期限について、督促状（納期限＋３０日）の期限

で設定すべきところを通常納付書（納期限＋２０日）の期限で設定にしてしまったこと

によるものです。 

 

３．対象の方々への対応 

  対象の納税義務者の方にお詫びの文書を送付するとともに、コンビニエンスストア等

で納付できる納付書を改めて郵送します。 

   

 

山田司郎 名取市長 コメント 

 

  このたびは、税務行政の信頼を損ないご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し

上げます。発送作業のチェック体制について複数人での確認等の見直しを行い、今後こ

のようなことがないよう再発防止に努めてまいります。 

 

 

 【問い合わせ】 

名取市総務部税務課  仙石（内線１６０） 

  TEL：022-384-2111 FAX：022-384-9030 

※不在の場合は折り返しご連絡いたします。 


